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（第３面） 

計画趣旨等説明書 
敷地特性等の説明 

敷地特性や 
敷地の周辺状況、 
景観的特徴など 

〔接する道路の状況（道路の数、接道長さ、幅員、商店街、交通量、歩道の有無など）〕 

敷地は北側（都市計画道路栄本町線、交通量多い）に道路幅員約４０ｍ（幅員約7ｍ歩道含む）で約１７２ｍ

接し、南側（国道133号）に道路幅員約２７ｍ（幅員約８～約2.4ｍ歩道含む）で約１０６ｍ接しています。 

〔敷地内及び近接する歴史的な建造物の有無〕 

一団地として一敷地となる第一工区の横浜アイランドタワー東側には旧第一銀行横浜支店（横浜市認定歴史的

建造物）があります。栄本町線を挟んだ北仲通り北地区Ａ-４地区には旧帝蚕倉庫事務所棟<北仲ＢＲＩＣＫ棟

>、旧帝蚕倉庫倉庫棟、旧帝蚕ビルディング<北仲ＷＨＩＴＥ>があります。 

 

〔近接する景観的特徴のある施設（河川、港、橋、古木、公園、マリンタワー、商店街等）〕 

敷地西側に大岡川があり、南側弁天橋の橋詰広場と北側北仲橋の水辺広場を水際線プロムナードで結んでいま

す。神奈川県横浜治水事務所による大岡川河川再生事業「大岡川夢ロード」で整備されたボードデッキには横

浜の土木遺産としての歴史的護岸、荷揚場、下水口があり、ウォーターフロントの先駆的な遺産があります。

弁天橋際には銀杏の古木があります。 

 

〔眺望の視点場からの望見の可否〕 

計画地は、大桟橋、赤レンガパーク、山下公園、馬車道、汽車道、日本丸パーク、栄本町線北仲橋など眺望の

視点場（およびビューポイント）から望める位置にあります。 

 

〔敷地内及び隣地との高低差〕 

弁天橋や北仲橋と接する部分は若干の高低差がありますが、計画地は概ね平坦で、隣地との高低差は敷地内

TP+3.4mに対し、東側の横浜アイランドタワーはTP+3.1mで0.3mの差です。 

西側の大岡川の水際線プロムナードが接する既存ボードデッキ接続部分はTP+2.16mで1.24mの差があります。 

 

  

 

計画趣旨説明  

魅力ある都市景観を 
創造するための方針 

配慮すべき｢行為指針｣ 
都市景観の形成に関する 

申出者の考え方 
１ 関内地区全域の

行為指針 

(1) ゆとりある歩行

者空間を連続的に

形成する。 

 

ア ゆとりある歩行者空間の創出 

(ｱ) 壁面後退が規定されている敷地では、ゆとりある

歩行者空間を創出するため、歩道状空地を設ける。 

(ｲ) 交差点に接する角地においては、ゆとりある歩行

者空間を整備する。 

(ｱ)北仲通南地区再開発地区計画による壁

面後退が規定されており敷地南側に歩道

状空地を設けています。 

(ｲ)交差点には該当しませんが、敷地角地

の南側弁天橋には橋詰広場、北側北仲橋に

は水辺広場を設けゆとりある歩行者空間

を整備しています。 

イ 歩行者空間のしつらえの工夫 

(ｱ) 歩道状空地の隣地境界部では連続性を確保する 

(ｲ) 歩道状空地を歩道等と一体に利用できるしつら

えにする。 

(ｳ) 歩道状空地を歩道と一体的にデザインする。 

(ｱ)横浜アイランドタワーとの工区境界部

では北側南側ともに歩道を有効に連続さ

せています。 

(ｲ)(ｳ)段差を設けず横浜アイランドタワ

ーと舗装材を合わせ、一部にレンガを使用

するなど、北仲通南地区として一体的な利

用とデザインにします。 

 

１ 関内地区全域の

行為指針 

(2) 通りの低層部の

しつらえを工夫し

て、連続性のある

賑わいを創出す

る。 

 

ア 都市景観協議地区図に示す「歩行者ネットワーク街

路」に面する建築物における、低層部のしつらえの工

夫による賑わいの創出 

(ｱ) 「関内地区の各エリアを結ぶネットワーク街路」

又は「商業のネットワーク街路」に面する建築物の

低層部や空地には、通りの賑わいを創出するため、

楽しい活動や多様な機能を配置する。特に「商業の

ネットワーク街路」に面する敷地の場合は、積極的

に賑わいを形成する。 

(ｲ) 「関内地区の各エリアを結ぶネットワーク街路」

又は「商業のネットワーク街路」に面する建築物の

低層部に楽しい活動や多様な機能を配置する場合

は、室内の様子がうかがえる形態意匠にする。 

(ｳ) 建築物の前面の空間が魅力的に利用されるよう、

(ｱ)「関内地区の各エリアを結ぶネットワ

ーク街路」に面する建築物の低層部や空地

は、開かれた市庁舎として市民が自由に集

い活動する街のような低層部として、商業

施設や市民利用施設を混在させ、多方向か

らの動線を受け入れられるつくりとし、賑

わいを創出します。 

(ｲ) 「関内地区の各エリアを結ぶネットワ

ーク街路」に面する建築物の低層部は、商

業施設や市民利用施設が見える開放的な

ファサードとします。 

(ｳ)屋根付き広場に面する北プラザ、水辺

広場に面するにぎわい店舗、水際線プロム

ナードに面する商業施設や市民利用施設
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低層部と外構をデザインする。 など、低層部と外構部分が一体で利用でき

るデザインとします。 

イ 「歩行者ネットワーク街路」に面する敷地における、

特に配慮が必要な要素の配置やデザインの工夫 

(ｱ) 住宅用途を設ける場合は、通りの賑わいを分断し

ないよう、住棟玄関やゴミ置き場などの配置やデザ

インを工夫する。 

(ｲ) 駐車場や駐輪場は、街並みや賑わいの連続性を阻

害しないよう配置、デザインを工夫する。 

(ｳ) 駐車場の出入口等の配置は、人通りの多い通り沿

いを避ける。 

(ｴ) 商業・業務用途を設ける場合は、短時間利用のた

めの駐輪スペースを確保し、通りの賑わいや通行を

阻害しないように配置、デザインする。 

(ｱ)該当致しません 

(ｲ) (ｳ)駐車場や駐輪場の入口は北側の栄

本町線に面する一か所とし駐車場は地下

駐車場へ、駐輪場はルーバーを用いたファ

サードの奥へ配置するなど、街並みや賑わ

いの連続性を阻害しないような工夫をし

ています。 

 (ｴ)短時間利用のための駐輪スペースは

北側の栄本町線に面する駐輪場を利用し

ていただきます。駐輪場内部を１階と中２

階の二つのレベルに分け、利用形態に応じ

た使い分けをできるような設えにします。

また将来対応として、南側の国道１３３号

側にも駐輪スペースとして利用できる仕

込みをしておいて、通りの賑わいや通行を

阻害しないような配置、デザインをしま

す。 

 

１ 関内地区全域の

行為指針 

(3) 人々に交流を促

す快適な広場状空

地を創出する。 

 

ア 誰でも気軽に利用できる場の提供 

(ｱ) 交差点に接する角地には、ゆとりある空間を創出

し、低層部や外構をデザインする。 

(ｲ) 街角には休み、憩える場を創出する。 

(ｳ) 歴史的建造物や港などを望める位置には、憩える

場を創出する。 

(ｴ) 屋内外の広場状空地には、モニュメントなどを展

示する。 

(ｱ) 交差点には該当しませんが、敷地角地

の南側弁天橋には橋詰広場、北側北仲橋に

は水辺広場を設けゆとりある空間を創出

しています。 

(ｲ) (ｳ)上記の広場に加え、それらを結ぶ

水際線プロムナードには休み、憩える場を

設えます。 

(ｴ)計画地にあるエットーレ・スパレッテ

ィ作のオブジェ（UR 所有）を北プラザに

移設展示することで利活用します。 

イ 敷地内での新しい回遊ルートの創出 

敷地内や屋内に、通り抜けができる敷地内空地を創

出し、新しい回遊ルートを創造する。 

街がそのまま低層部に入りこんだような

開放的なつくりとします。屋根付き広場と

水辺を結ぶ展示スペースや、桜木町駅から

の連絡デッキなど、多様な動線の結節点と

して連続性・回遊性を創造します。 

ウ バス停などの付近におけるゆとりある空間の創出 

バス停や鉄道駅付近の敷地には、広場状空地を整備

し、ゆとりある空間を創出する。 

屋根付き広場はみなとみらい線馬車道駅

から直結する空間とします。 

国道１３３号にバス停（馬車道駅前）があ

り、歩道を介して南プラザを経て屋根付き

広場にアクセスでき、ゆとりある空間を創

出します。 

１ 関内地区全域の

行為指針 

(4) 緑化や水際の活

用により、まちに

潤いを創出する。 

 

ア 敷地内の緑化 

(ｱ) 街路樹などの公共空間の緑を補完し、多様なスケ

ールの緑を創出する。 

(ｲ) 通りの演出として、店先や壁面、屋上の緑化を心

がける。 

(ｱ) 横浜の象徴となるような大胆で魅力

的な緑化計画を行い、市民が実感できる緑

を創出します。 

南側橋詰広場の既存銀杏をシンボルツリ

ーとし、本町通り、日本大通り、山下公園

の銀杏並木に繋げる役割と位置づけます。

また北側の水辺広場、屋根付き広場前の北

プラザにもそれぞれシンボルツリーを配

します。 
都心部の周囲、緑の十大拠点と重なる三方

面から採取した種や苗を地域植生として

利用する試みもして、市民の参加意識を促

す多様なスケールの緑を創出します。 

(ｲ) 水際線プロムナードには桜並木（一部

常緑樹）を植えて、JR 根岸線で分断され

ている桜並木を繋げることと大岡川の起

点を示すと同時に、汽車道や、MM２１中央
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地区さくら通りに繋げることを意図して

います。 

水際線プロムナードに沿って立体的に展

開される緑のカスケードをつくり緑視率

を高めたつくりとします。 

 

イ 水際の親水性の向上 

都市景観協議地区図に示す「水際の親水性が求めら

れる部分」では、親水性が向上するよう工夫する。 

水際線プロムナードを臨港パークにある

ような階段状の「都市的護岸」とすること

で親水性を高め、スロープも配することで

バリアをなくして、既存ボードデッキ部分

にスムースにアクセスできるような設え

にします。また、既存手すりの再利用や新

設する場合は同じデザインを踏襲するこ

とで、視覚的にも親水性の妨げないように

します。 

１ 関内地区全域の

行為指針 

(5) 関内地区の街並

みの特徴を生か

す。 

 

ア 関内地区らしい街並みの継承による親密な空間の

創出 

(ｱ) 街並みの連続性を創出するよう、建築物の 31ｍ

以下の部分のデザインを工夫する。 

(ｲ) 歩行者が親しみを持てる空間を創出するため、建

築物の低層部と中低層部のファサードを分節する。 

(ｳ) 関内地区の街並みに調和する色彩を用いる。 

(ｴ) 関内地区らしい街並みを維持・創出するため、既

存の建築物をリフォームして使い続ける。 

(ｵ) 壁面に取り付ける照明器具は、適度な光量にし、

落ち着いた照明になるよう工夫する。 

(ｱ) 北仲通南地区の旧第一銀行と連続す

る約１４ｍのコーニスライン、旧生糸検査

所等の北仲通北地区と調和する約２１ｍ

ラインをそろえることで、街並みの連続性

を創出します。 

(ｲ)北側栄本町線沿いは議会棟の８層のボ

リュームが面するものの、４階以上の壁面

を分節し傾けることで中層部の圧迫感を

軽減しています。 

(ｳ) 北仲通南地区の旧第一銀行や横浜ア

イランドタワーに調和する色彩とします。 

(ｴ)該当致しません 

(ｵ)低層部では光量に十分配慮し、北仲通

南地区の旧第一銀行。栄本町線を挟んだ北

地区の歴史的景観を妨げないような照明

計画とします。 

イ 親密な空間の創出 

(ｱ) 日よけなどの備品の設置により、親密な空間を創

出する。 

(ｲ) 多様な種類の植栽方法により、憩いの空間を創出す

る。 

(ｱ)各広場や水際線プロムナードには誰で

も利用できるテーブルやベンチなどを設

え、商業施設のまえにはテーブルセットな

どを置けるようなスペースを確保するこ

とで親密な空間を創出します。 

(ｲ) グリーンファニチャーと呼ばれる緑

とテーブルやベンチが一体となった誰で

も利用できる設えを用意します。 

 

ウ 賑わいの連続性の創出 

(ｱ) 駐車場や駐輪場は、街並みや賑わいの連続性を阻

害しないよう配置、デザインを工夫する。 

(ｲ) 駐車場の出入口等の配置は、人通りの多い通り沿

いを避ける。 

(ｳ) 商業・業務用途を設ける場合は、短時間利用のた

めの駐輪スペースを確保し、通りの賑わいや通行を

阻害しないよう、配置、デザインを工夫する。 

(ｴ) 建築物の低層部には、通りに賑わいを創出するよ

う、楽しい活動や多様な機能を配置する。 

(ｵ) 建築物の低層部に商業用途を設ける場合は、室内

の様子がうかがえるよう、デザインを工夫する。 

(ｶ) 建築物の前面の空間が利用されるよう、低層部と

外構をデザインする。 

(ｱ) (ｲ) 駐車場や駐輪場の入口は北側の

栄本町線に面する一か所とし駐車場は地

下駐車場へ、駐輪場はルーバーを用いたフ

ァサードの奥へ配置するなど、街並みや賑

わいの連続性を阻害しないような工夫を

しています。 

(ｳ) 短時間利用のための駐輪スペースは

北側の栄本町線に面する駐輪場を利用し

ていただきます。駐輪場内部を１階と中２

階の二つのレベルに分け、利用形態に応じ

た使い分けができるような設えにします。

また将来対応として、南側の国道１３３号

側にも駐輪スペースとして利用できる仕

込みをしておいて、通りの賑わいや通行を

阻害しないような配置、デザインをしま

す。 

(ｴ) 開かれた市庁舎として市民が自由に

集い活動する街のような低層部として、商

業施設や市民利用施設を混在させ、多方向

からの動線を受け入れられるつくりとし、

賑わいを創出します。 
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(ｵ) 商業施設や市民利用施設が見える開

放的なファサードとします。 

(ｶ) 屋根付き広場に面する北プラザ、水辺

広場に面するにぎわい店舗、水際線プロム

ナードに面する商業施設や市民利用施設

など、低層部と外構部分が一体で利用でき

るデザインとします。 

エ 関内地区にふさわしい共同住宅の創出 

(ｱ) 住宅用途を設ける場合は、関内地区の街並みに調

和した都心型住宅を創る。 

(ｲ) 住宅用途を設ける場合は、賑わいを分断しないよ

う、住棟玄関やゴミ置き場などの配置やデザインを

工夫する。 

(ｳ) 高さが 31ｍを超える住宅用途の建築物は、圧迫

感のない街並みを形成するため、中層部、高層部を

塔状にするなどして、適切な隣棟間隔を確保する。 

(ｱ) (ｲ)(ｳ)該当致しません 

 

オ 都市景観協議地区図に示す歴史的建造物や港への

「見通し景観」の演出による通りの個性の創出 

(ｱ) 眺望対象への見通しを阻害しないよう建築物や

工作物、植栽等を配置する。 

(ｲ) 眺望対象が引き立つような建築物のデザインにす

る。 

(ｳ) 夜間の見通しを演出する。 

(ｴ) 「見通し景観」を魅力的に演出するよう、屋外広

告物のデザインを工夫する。 

(ｵ) 歴史的建造物や港への見通しを楽しめるよう、本

町通りの交差点付近の空間を創出する。 

(ｶ) 「見通し景観」を魅力的に演出するよう、街路や

公園等の公共空間のデザインを工夫する。 

(ｱ)～(ｶ)いずれも該当致しませんが、水際

線プロムナードからの大岡川越しの汽車

道やみなとみらい２１中央地区や、北プラ

ザからの北仲通北地区の見通し景観に配

慮します。 

１ 関内地区全域の

行為指針 

(6) ミナト横浜の歴

史を大切にし、関

内地区の魅力・個

性を伸ばす。 

 

ア 歴史的建造物の保全活用 

歴史的建造物や土木遺構を保全し活用する。 

 

遺構調査により発掘された旧護岸は新市

庁舎本体工事の支障とならない範囲で現

地に残置させ、保存するとともに、展示方

法についても検討します。新市庁舎本体工

事の支障となる部分については「階段状の

ランドスケープ」として水辺広場の外構土

留めに再利用します。 

横浜銀行集会所は、隆起した床の型取り、

地層の剥ぎ取りを実施し、建物内に利用し

ます。 

その他石積側溝など、歴史的な意義が不明

な石柱は外構の植栽縁石などに活用しま

す。 

今後、計画した保存活用方針に基づき、外

部の専門家の意見を伺いながら検討を行

っていきます。結果は、報告書としてとり

まとめて公表する予定です。 

イ 歴史的建造物を引き立たせる工夫 

(ｱ) 歴史的建造物の敷地内に増築する場合は、歴史的

建造物が引き立つよう、デザインを工夫する。 

(ｲ) 都市景観協議地区図に示す「歴史的景観の形成を

目指す部分」の建築物のデザインは、歴史的建造物

と調和させる。 

(ｳ) 歴史的建造物へのライトアップなどにより、街並

みを演出する。 

(ｱ) (ｲ)(ｳ)該当致しません 
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ウ 開港の歴史の発信 

敷地の持つ歴史や物語を表現する。 

 

遺構調査により発掘された旧護岸は新市

庁舎本体工事の支障とならない範囲で現

地に残置させ、保存するとともに、展示方

法についても検討します。新市庁舎本体工

事の支障となる部分については「階段状の

ランドスケープ」として水辺広場の外構土

留めに再利用します。 

横浜銀行集会所は、隆起した床の型取り、

地層の剥ぎ取りを実施し、建物内に利用し

ます。 

その他石積側溝など、歴史的な意義が不明

な石柱は外構の植栽縁石などに活用しま

す。 

今後、計画した保存活用方針に基づき、外

部の専門家の意見を伺いながら検討を行

っていきます。結果は、報告書としてとり

まとめて公表する予定です。 

１ 関内地区全域の

行為指針 

(7) 中層、高層の建

築物は、デザイン

を工夫し、魅力あ

る街並みを形成す

る。 

 

ア 高さ 31ｍを超える建築物等による歩行者への圧迫

感の軽減 

街並みにおける建築物等の圧迫感を軽減するため、

分節化するなど建築物等の高層部のデザインを工夫

する。 

まず高層部のボリュームを三角形の階段

状に分割し、横浜アイランドタワーと連続

する群景観を形成します。 

日射による負荷の高い東西面には白いセ

ラミック印刷やアルミパネルで負荷を抑

制し、執務空間がある南北面はクリアな視

界を確保することで、面としての違いを出

します。 

さらにコーナー部を欠き込むことでボリ

ュームを分節化し、さらに方角に応じて濃

淡の色分けをしてその効果を強める工夫

をします。 

特に北東・南西部はエコボイドとすること

で、圧迫感を軽減するに留まらず、環境性

能を兼ね備え、シルクの質感をもった品位

ある高層部デザインとします。 

 

イ 高さ31ｍを超える建築物等による眺望景観の演出 

(ｱ) 都市景観協議地区図に示す「眺望の視点場」から

の眺望を保全・創造するよう、建築物等を配置する。 

(ｲ) 関内地区の街並みに調和し、魅力あるスカイライン

を形成するよう、建築物等の頭頂部のデザインを工夫

する。 

(ｳ) 関内地区の街並みに調和するよう、建築物等の中

層部、高層部のデザインを工夫する。 

(ｴ) 隣接する地区やゾーンとの高さ制限の差が大き

い敷地においては、建築物等の当該高低差となる部

分は、周辺の街並みに調和するよう配慮する。 

(ｵ) 高さが 31ｍを超える中層、高層の住宅用途の建築

物は、圧迫感のない街並みを形成するため、中層部、

高層部を塔状にするなどして、適切な隣棟間隔を確保

する。 

(ｱ) (ｲ) 高層部は国道１３３号に沿った

配置の正方形平面ながら、頂部を三角形の

階段状に分割することで、斜辺は概ね関内

のグリッドに揃うとともに、横浜アイラン

ドタワーとの群景観を形成し、「眺望の視

点場」からの眺望を保全・創造します。 

 (ｳ)主に議会が入る中層部を栄本町線に

沿って配置し、主に行政が入る高層部と分

節することで、関内の現市庁舎のような二

元代表制を象徴するようなデザインとし

ています。 

(ｴ)北仲通南地区の群景観の創出に留まら

ず、北地区とも調和したものとし、みなと

みらい２１中央地区と対峙するようなま

とまりを形成し、港から見るとなだらかな

スカイラインを形成します。 

(ｵ)該当致しません 

１ 関内地区全域の

行為指針 

(8) 港や丘などから

の眺望景観が魅力

的になるよう工夫

する。 

 

ア 都市景観協議地区図に示す「眺望の視点場」から望

める位置にある敷地における建築物等の演出 

(ｱ) 眺望景観の魅力を高めるよう、建築物等の壁面の

向きや幅、形態、色彩等のデザインを工夫する。 

(ｲ) 関内地区の街並みに調和し、魅力あるスカイライ

ンを形成するよう、頭頂部のデザインを工夫する。 

(ｳ) 関内地区の街並みに調和するよう、建築物等の中

層部、高層部のデザインを工夫する。 

(ｴ) 秩序ある広告景観を創出する。 

(ｱ) (ｲ) 高層部は国道１３３号に沿った

配置の正方形平面ながら、頂部を三角形の

階段状に分割することで、斜辺は概ね関内

のグリッドに揃うとともに、横浜アイラン

ドタワーとの群景観を形成し、「眺望の視

点場」からの眺望を保全・創造します。 

(ｳ)主に議会が入る中層部を栄本町線に沿

って配置し、主に行政が入る高層部と分節

することで、関内の現市庁舎のような二元

代表制を象徴するようなデザインとして
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います。 

(ｴ)該当致しません 

イ 都市景観協議地区図に示す横浜三塔への魅力ある

眺望景観の創出 

(ｱ) 前景エリアの建築物等は、「横浜三塔への眺望の

視点場」から眺望対象を望めるデザインを工夫す

る。 

(ｲ) 前景エリアの建築物等は、頭頂部のデザインを工

夫する。 

(ｳ) 前景エリアの建築物等は、港からの魅力的な眺望

景観や歴史的景観に調和するデザインにする。 

(ｴ) 後景エリアの建築物等は、頭頂部のデザインを工

夫する。 

(ｵ) 後景エリアの建築物等は、眺望対象が引き立つよ

う、デザインを工夫する。 

(ｶ) 後景エリアでは、横浜三塔への魅力的な眺望を形

成するよう秩序ある広告景観を形成する。 

(ｱ) ～(ｶ)該当致しません 

１ 関内地区全域の

行為指針 

(9) 関内地区の新し

い魅力を創造す

る。 

 

ア 文化芸術創造活動の奨励 

(ｱ) 新たな用途を誘導したり、新しい空間価値を創造す

る。 

(ｲ) 文化芸術創造活動を行えるスペースを用意し、活

用する。 

(ｱ) (ｲ) 横浜市新市庁舎デザインコンセ

プトブックで示された、低層部の市民に開

かれたスペースや、そこでの活動こそが横

浜の シンボルであり、低層部の人と人、

自然、街とのつながりこそが市庁舎のあり

方であると考えます。 
屋根付き広場は、市民協働スペースや北プ

ラザに隣接し、さらに 3層吹抜けになって

いることで文化芸術創造活動に寄与でき

ると考えています。 

イ 地区や通りごとの個性の創出 

(ｱ) 地区や通りごとに独自の景観を創造する。 

(ｲ) 地区や通りごとに独自の景観を創り出す活動を行

う。 

(ｱ)北仲通北地区との連携や、大岡川や対

岸のウッドデッキ利用など独自の景観を

創造します。 

(ｲ) 市民とのシンポジウムやワークショ

ップを通じて管理、運営方法を決めて、独

自の景観を作り出す活動を行います。 

ウ 夜間景観の形成 

(ｱ) 不快な照明環境を創出しない。 

(ｲ) 都市景観協議地区図に示す「眺望の視点場」から

の夜間の眺望景観を魅力的に演出する。 

(ｳ) 都市景観協議地区図に示す「眺望の視点場」から

の夜間の眺望景観が魅力的になるよう、屋外広告物

の照明をデザインする。 

(ｴ) 夜間の横浜三塔への眺望景観を魅力的に演出す

る。 

(ｵ) 落ち着きのある夜間の街路景観を演出する。 

(ｶ) ライトアップを実施している周囲では、ライトア

ップと調和した照明環境を創出する。 

(ｷ) 夜間の賑わいを創出するよう、室内から漏れる光

を意識して、ファサードのデザインを工夫する。 

(ｸ) 歩く楽しさを感じられる配置や配光にする。 

(ｹ) 広場状空地の特徴に応じて夜間照明のデザイン

を工夫する。 

(ｺ) 水際の夜間景観を演出する。 

(ｻ) 自動販売機を設置する場合は、街並みとの調和に

配慮し、照明は最小限にする。 

(ｼ) 地上駐車場には、落ち着いた照明を用いる。 

(ｽ) 夜間の広告景観を演出する。 

(ｱ) 旧第一銀行や北地区の歴史的建造物

群の照明環境を妨げることなく、光源の輝

度を控えめにしたり、光源が直接見えない

ようにするなどの照明環境を整えます。 

(ｲ)(ｳ)北仲通南地区の群景観として調和

のとれた夜間景観を形成します。 

(ｴ)該当致しません 

(ｵ)～(ｺ) 

低層部の商業施設や展示スペースでは２

３時まで、屋根付き広場は２５時まで開

放・利用時間が想定されています。 

さらに水際線プロムナードや２階デッキ

部分は２４時間開放されているので、パブ

リックスペースにふさわしく、夜間の賑わ

いを創出するような照明環境を整えます。 

 (ｻ)(ｼ)(ｽ) 該当致しません 

１ 関内地区全域の

行為指針 

(10) 秩序ある広告

景観を形成する。 

 

ア 良好な景観、落ち着きのある街並みの創出 

(ｱ) 魅力的な眺望景観、街路景観を形成するよう、秩

序ある広告景観を創出する。 

(ｲ) 大きな音を出すなど、まちの雰囲気を壊さないよ

うにする。 

(ｱ)横浜市新市庁舎管理基本方針により、

管理・運営ルール、委託業者の選定、利用

上の注意事項などを今後さだめ、供用開始

時には秩序ある広告景観とします。 

(ｲ) 該当致しません。 

イ 魅力ある広告景観の創出 建築デザインと一体的な質の高い広告景
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質の高い広告景観を創造する。 

 

観を創造します。 

２ 地区別の行為指針 

(６) 北仲通り南準 

特定地区 

別紙のとおり 別紙のとおり 

（注意） 項目が多い場合は、別紙で提出できます。 
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（第３面） 

計画趣旨等説明書 

計画趣旨説明 

魅力ある都市景観

を 

創造するための方

針 

配慮すべき｢行為指針｣ 都市景観の形成に関する申出者の考え方 

２(6) 北仲通り南 

準特定地区 

ア ゆとりある歩行者空間や広場の創出

により、関内地区と桜木町とのネット

ワークと賑わいのある街並みを形成

する。 

歩いてたのしい街をつくることを標榜してきた横浜の

都市デザインにならい、横浜の街そのものが入りこんだ

ような新しい庁舎をめざします。 

関内地区と桜木町を結ぶにとどまらず、北仲通北地区、

みなとみらい２１中央地区・新港地区など、歩行者ネッ

トワークの結節点として新市庁舎が完成することで、エ

リア間の行き来が活性化され、賑わいのある街並みを形

成します。 

同上 イ 関内地区の歴史を伝える歴史的建造

物に配慮した街並みを形成する。 

北仲通南地区の旧第一銀行と連続する約１４ｍのコー

ニスライン、旧生糸検査所等の北仲通北地区と調和する

約２１ｍラインをそろえることで、街並みの連続性を創

出します。 

同上 ウ 建築物の高層部分は、周辺の環境に

配慮し、港からの魅力と品格のある眺

望景観を形成する。 

高層部のデザインは国際都市にふさわしい庁舎として

品位あるたたずまいをめざします。 

高層部のボリュームを分割し、横浜アイランドタワーと

連続する群景観を形成します。 

外装は白いシルクの透明な質感と垂直性を基調とする

デザインとします。 

コーナー部を欠きこむことでボリュームを分節化し、特

に北東・南西部はエコボイドとします。 

外装の垂直ラインを構成する白いアルミのマリオンや

パネル、および白いセラミック印刷を施した外装は主に

ダブルスキンカーテンウォールで構成され、方位最適化

をはかることで眺望と環境性能を兼ね備え、港からの魅

力と品格のある眺望景観を形成します。 

同上 エ 屋外広告物は、汽車道又は都市景観

協議地区図に示す大さん橋の「眺望の

視点場」から見た景観と調和したもの

にする。 

大きな屋外広告物は想定していませんが、水際線プロム

ナードに面する商業施設の屋外広告物は建築デザイン

と一体的な質の高いものとし、パブリックスペースにふ

さわしい景観に調和したものとします。 

（注意） 項目が多い場合は、別紙で提出できます。 

 

別 紙 


